
大栄野球場等 

 

１ 施設名  大栄野球場等（大栄野球場、大栄 B&G 海洋センター、大栄テニスコ

ート、大栄運動場、久茂富第一公園テニスコート） 

 

２ 指定管理者  財団法人成田市開発協会 

 

３ 指定期間  平成 24 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日(4 年間) 

 

４ 選定方法  公募 

 

５ 選定経過    

   募集要項の配布    平成 23 年 9 月 26 日～ 9 月 30 日 

   申請書類の提出受付     10 月 6 日～10 月 12 日 

   指定管理者選定委員会生涯学習施設専門部会  10 月 14 日 

   指定管理者選定委員会    10 月 20 日 

 

６ 申請団体数  3 団体 

 

７ 審査方法  書類審査及び面接・試問 

 

８ 審査結果 

評価項目 配点 審査結果 

経営に関

すること 

①申請団体の経営状況 10 

成田市公の施設指定管理

者選定委員会生涯学習施

設専門部会の委員6名に

よる審査の結果、選定され

た団体の評価項目に対す

る得点は600点満点中469

点(平均78点) 

②申請団体の事業実績 10 

③安全管理についての基本方針 危機管理 10 

④公共性についての基本方針 15 

⑤熱意と意欲 5 

事業計画

に 関 す る

こと 

①施設管理の計画、内容 １0 

②年間事業計画に関する理念、基本方針 5 

③施設管理と必要な人員配置計画 10 

④施設管理の運営方針や条例に規定する

事業計画・企画書の提案内容 
15 

⑤施設管理及び事業運営経費の収支計画 10 

合計 100 

 

９ 審査講評 

    野球場のグラウンド整備、テニスコート、プールなどの管理・運営の実績から、その管理体

制が優れているとともに、施設の安全管理面においても体制が整っており、安心感のある施

設管理が見込まれ、利用者の増も期待できるものと考える。なお、今後とも、サービス向上・

経費の削減などの経営改善に関し、事業計画に基づいて積極的に取り組むことを期待する。 

 



10 議決年月日  平成 23 年 12 月 22 日 

 

11 指定年月日  平成 23 年 12 月 26 日 


